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１．調査名称 

 由布市庄内地域旧寿楽苑跡地利活用に関するサウンディング型市場調査 

 

２．調査対象地 

 旧寿楽苑跡地 

 大分県由布市庄内町大龍２７０７番地５ 

 

３．調査の目的 

 由布市が所有する旧寿楽苑跡地の利活用を検討するにあたり、民間事業者か

ら広く意見、提案を求め、対話を通じて対象地の市場性や活用アイディアを把

握することを目的とします。 

  

４．調査対象の情報 

対象地 旧寿楽苑跡地 

所在地 大分県由布市庄内町大龍２７０７番地５ 

面積 敷地面積  ７，２８２．９４㎡ 

坪数 約２，２６４坪 

都市計画 都市計画区域外 

主な周辺状況 国道２１０号線接道 

大分県立由布高等学校 

インフラ状況 上水道 引き込み可 

下水道 合併処理浄化槽 

インターネット 引き込み可 

※水道・電気等の工事費別途必要 

備考 現在、旧寿楽苑施設が所在していますが、令和３年度解体

予定です。 
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＜対象地の近影写真＞ 

 

 

５．サウンディング調査の進め方 

 （１）対象事業者 

   旧寿楽苑跡地の利活用を提案し、かつ実行する意思を有する法人又は法

  人グループ（以下「参加事業者」という。）とします。 

  

 （２）参加除外要件 

   次のいずれかに該当する場合は、対話の対象事業者として認めないこと

  とします。 

   ア 役員等（対話の対象が個人である場合にはその者を、法人である場

     合にはそこの役員又はその支店若しくは対話の対象となる事務所の

     代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団による不当な

     行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

     対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

     団員」という。）であると認められるとき。 

   イ 暴力団（暴力対策法第２条１項第２号に規定する暴力団をいう。以

     下この号に同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

     認められるとき。 

   ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第
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     三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

     などしたと認められるとき。 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供与、又は便宜を

     供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に

     協力、又は関与していると認められるとき。 

   オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

     ていると認められるとき。 

  

 （３）事前説明会・現地見学会の開催 

   （日時） 

    令和３年５月２８日（金）１０：００開始 

   （場所） 

    旧寿楽苑跡地（大分県由布市庄内町大龍２７０７番地５） 

    事前説明会・現地見学会への参加は事前申込制とし、事前説明会・現

    地見学会申込書（様式第１号）を連絡先メールアドレス宛に電子メー

    ルで提出してください。 

   （受付期間） 

    令和３年５月２４日（月）１７：００まで 

    事前説明会・現地見学会への参加は任意とします。 

  

 （４）サウンディング調査に関する質問 

    質問書（様式第２号）に必要事項を記入し、連絡先メールアドレス宛

    に電子メールで提出してください。なお、件名は「サウンディング調

    査に関する質問（事業者名）」としてください。 

   （受付期間） 

    令和３年６月４日（金）から６月１１日（金）１７：００まで 

    なお、問い合わせの多い質問事項については、市ホームページ上で 

    の回答を予定しています。 

  

 （５）対話参加の申し込み 

    対話申込書（様式第３号）に必要事項を記入し、連絡先メールアドレ

    ス宛に電子メールで提出してください。なお、件名は「対話申込（事

    業者名）」としてください。 

   （受付期間） 

    令和３年６月２５日（金）から７月２日（金）１７：００まで 
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 （６）提案資料（対話資料）の提出 

    提案資料（対話資料）については、以下のとおり郵送又は直接持参に

    て提出してください。 

    ①提出書類 

    ア 提案書類提出書（様式第４号） 

    イ 提案書（任意様式） 

      事業計画等をご提示ください。提案書の様式は問いませんが、可

      能な限り具体的な提案資料（事業内容、事業費内訳、住宅等建築

      の場合は図面等）のご提示をお願いします。 

    ②提出部数 

      １部とします。 

   （提出期間） 

    令和３年６月２５日（金）から７月５日（月）１７：００まで（締切

    日必着） 

  

 （７）対話（ヒアリング）の実施 

   （日時） 

    令和３年７月１２日（月）から７月１６日（金） 

   （場所） 

    由布市役所本庁舎 市民ホール２階２－１会議室 

    アイディアやノウハウ等の知的財産保護のため、対話は個別に実  

    施します。なお、対話（ヒアリング）の実施方法、日時等について 

    は、別途申込者へ通知します。 

  

 （８）調査結果の公表 

    調査結果については、参加事業者等の名称を非公表とし、市ホームペ

    ージ上で公表します。 

    なお、参加事業者等のノウハウに配慮して、公表にあたっては、事前

    に参加事業者等へ公表内容の確認を行います。 

  

 （９）提供資料 

   ア 実施要領 

   イ 様式集（様式第１号から様式第４号） 

   ウ 位置図 

   エ 敷地図 

     提供資料については、市ホームページに掲載しています。 
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６．スケジュール 

日 程 内 容 

令和３年５月１２日（水） サウンディング調査実施の公表 

令和３年５月２８日（金） 事前説明会・現地見学会の開催 

令和３年６月４日（金）から 

令和３年６月１１日（金）まで 

質問受付 

令和３年６月１８日（金） 質問に対する回答 

令和３年６月２５日（金）から 

令和３年７月２日（金）まで 

参加受付 

（対話申込書の提出） 

令和３年６月２５日（金）から 

令和３年７月５日（月）まで 

提案資料の提出 

令和３年７月１２日（月）から 

令和３年７月１６日（金）まで 

対話（ヒアリング）の実施 

令和３年７月３０日以降 サウンディング調査実施結果の公表 

 

７．参加及び提案の扱い 

 今後、旧寿楽苑跡地の利活用に向けた事業者公募等を行う場合、今回ご提出

いただく提案内容については応募条件等の整理をする上での参考とさせていた

だきますが、必ず条件等に反映されるものではないこと、また、本調査への参

加実績は事業者公募における優位性を持つものではありません。 

 

８．参加に要する費用 

 本調査への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

９．その他 

 （１）提出された提案書等の資料は返却しません。 

 （２）本要領に関係のない提案等、明らかに本調査の趣旨から外れた提案が

    あった場合には、当該参加事業者との対話を実施しない場合がありま

    す。 
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１０．問い合わせ・連絡先 

  由布市役所 庄内振興局地域振興課 

  〒８７９－５４９８ 大分県由布市庄内町柿原３０２番地 

            （由布市役所本庁舎新館１階） 

  電 話：０９７－５８２－１１１３（直通） 

  ＦＡＸ：０９７－５８２－１３４３ 

  メール：ｓ＿ｓｉｎｋｏ＠ｃｉｔｙ．ｙｕｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 


